
塩尻市子どもの貧困対策推進計画（案）及び塩尻市若者支援プラン（案）に対す 

るパブリックコメントの結果について 

 

塩尻市子どもの貧困対策推進計画（案）及び塩尻市若者支援プラン（案）に対するパブリ

ックコメントを実施したところ、市民の皆様から貴重な御意見をお寄せいただき、ありがと

うございました。 

 お寄せいただいた御意見について、各計画案等における考え方を次により、公表します。 

 

１ パブリックコメント概要 

(1) 意見募集期間  令和３年１２月２８日（火）から令和４年１月１７日（月）まで 

(2) 担当部署    こども教育部家庭支援課 

(3) 資料の公表場所 市役所（家庭支援課）窓口、各支所及び市ホームページにて公表 

(4) 意見の提出方法 書面、郵送、FAX及び電子メールによる 

 

２ 意見の提出件数 ３件（３人） 

 

３ いただいた御意見及び塩尻市の考え方 

No.   意見等の内容 各計画案等における考え方 

1 全体 

〇若者支援については、現存する元

気っ子応援事業をさらに活用させて

いくような印象を受けたが、元気っ

子応援事業で支援している子どもを

長期的にみていく、ということか。 

〇引きこもった方、特性のある方を

病院に繋ぐことも大事かと思うが、

なぜ引きこもったかは本人の特性だ

けとは限らないと思う。不登校、ひ

きこもりになった原因はあがってい

ると思うので、その原因を無くして

いく策もとる必要がある。 

〇貧困について、経済的支援は分か

りやすく、また、その場その場で助

かるが、金銭援助で根本から解決で

きる人は限られていると思う。貧困

に陥った理由を連鎖させないため

に、現在貧困に悩む方とすべての子

どもたちに、生きていくために必要

なことも常に教えていってほしい。

特に、貧しい人、周りから孤立した

○若者支援における早期の関わり方

について 

塩尻市では、元気っ子応援事業によ

り、子ども一人ひとりの成長、発達

に応じた支援を実施しています。そ

の他にも、福祉部門、教育部門（学

校等を含む。）等と情報の連携を密

にしながら、子どもたちそれぞれの

ニーズに合わせた支援を行っていま

す。これらの取組をより一層強化す

るとともに、若者に対しても切れ目

のないきめ細かな支援を届けてまい

りたいと考えています。 

○不登校等に対する支援について 

不登校、ひきこもり等については、

その原因が様々な理由によるもので

あることから、子ども、若者に関わ

る関係者の理解を促進するととも

に、連携体制を整えてまいります。 

○貧困に対する支援について 

貧困に陥ってしまう理由も様々であ



人（ひきこもり者、不登校者含

む。）にはそういった意識や新しい

流れが届きにくいと思う。 

〇元気っ子応援事業では、子どもが

育つ環境整備として、市民への啓発

活動も合わせて実施していただきた

い。また、十分な学校教育を受けら

れなかった方の社会復帰支援とし

て、遅れた学習を取り戻すための策

を実施していただきたい。 

〇離婚前のトラブル時に、ホテル等

に匿った後、安心して暮らせる場所

に引っ越すなどの支援があって欲し

かった。公営住宅は安くて有難い

が、地元にゆかりのない者は保証人

の確保に苦労する。 

  

りますが、特に子どもにあっては、

「学び」、「経験」、「進学、進路

選択」などの支援を関係機関ととも

に実施し、未来を切り拓く力を育む

よう、取り組んでまいります。 

○啓発活動について 

子どもの貧困対策及び若者支援につ

いては、市民の皆さんの御理解が不

可欠です。学校、支援団体、企業、

地域等との一層の連携・協働の強化

をしていきながら、効果的な啓発活

動を推進いたします。 

○一時避難時等の住居確保について 

離婚前の一時避難等に際しては、

個々の状況に応じて利用できる制度

等の紹介などの支援を行っていま

す。今後も相談窓口の周知等に努め

てまいりたいと考えます。 

2 

子ど

もの

貧困 

〇本計画の上位計画である第５次塩

尻市総合計画の実施期間が令和５年

度までであるが、実施期間を令和６

年度までを実施期間している子ども

の貧困対策推進計画との整合はつく

のか。 

〇アンケート調査の対象が、小学５

年生、中学２年生、高校２年生とな

っているが、それ以外の世代の状況

は勘案されないのか。 

〇アンケート結果から子どもの自己

肯定感の低さがうかがえるとある

が、経済状況別で差が出ているとは

言い難い。自己肯定感の低さは家庭

の経済状況だけでなく、教育の中身

が多くの影響を与えていると思う。 

〇「子育てや貧困を家庭のみの責任

にするのではなく」という文章に共

感する。そのためにも困ったことが

あったら相談できる場所を子どもた

ちが知ること、そして、学校現場が

〇計画の実施期間について 

子どもの貧困対策推進計画は、子ど

も・子育て分野、とりわけ子どもの

貧困対策のための計画であることか

ら、子ども・子育て分野の計画であ

る元気っ子育成支援プランとの整合

を図るため、期間を同一のものとし

ています。また、総合計画はその期

間を９年間とする計画であることか

ら、３年ごとに見直しを行っていま

すが、子どもの貧困対策推進計画等

の計画も、必要がある場合は適宜見

直しを検討していきます。 

〇アンケート調査の対象世帯につい

て 

今回実施したアンケート調査は、国

の調査と同一の世代の子ども・保護

者を対象に、可能な限り調査項目を

合わせています。各調査項目につい

て比較することで、本市における子



訴えを聞き入れる体制づくりが重要

であると考える。 

〇指標の設定は、現在検討中である

となっているが、どのような成果が

生まれたのか客観的に判断するため

にも早期の設定が必要。その上で、

相談件数などの実数値だけでなく、

どれだけの貧困家庭が減少したの

か、子どもの実態に即した目標値と

してほしい。 

ども・子育て家庭の状況の効率的な

把握を目指しています。 

同時に、児童扶養手当受給認定世帯

の保護者にアンケート調査を実施す

ることで、０歳から１８歳までの子

どもを持つご家庭の状況の把握も行

いました。 

〇子どもの自己肯定感の低さについ

て 

国の調査や学術研究等では、家庭の

経済状況が子どもの自己肯定感に影

響を与えるという相関関係が示され

ていますが、今回市内で実施したア

ンケートの結果からは有意な差が見

受けられませんでしたので該当箇所

を除くこととしました。 

〇悩みを受け止める環境の整備につ

いて 

子どもに関わる学校等への周知を強

化するほか、相談体制の強化を整え

てまいります。 

〇指標の設定について 

パブリックコメントの段階では、指

標の一部について「検討中」として

いましたが、評価指標、参考数値及

び活動指標について、令和６年度終

了地点の目標値を設定しました。 



若者 

〇計画の題名について、以前新聞で

計画策定の記事を見たときは「子ど

も・若者育成支援計画」となってい

たが、題名を変更とした理由は何

か。計画内の基本目標や施策体系の

中では義務教育期からの切れ目のな

い早期支援とあるので、題名にも

「子ども」の文言を加え、支援対象

年齢を義務教育期から４０歳未満と

すべきだと思う。 

〇計画内で、塩尻市における引きこ

もり状態にある者の人数が正確に把

握されていないとあるが、正確な人

数が把握されていない中で計画のみ

先行していいのか。当事者や家族の

声をくみ取る仕組みを充実させてほ

しい。 

〇資料にもあるようにひきこもりの

原因の一つに不登校があるが、義務

教育の段階で不登校対策を充実させ

ることで、将来のひきこもりの減少

につながる。相談を受けるだけでな

く、子どもの状況に合わせた実際の

支援ができる支援者を増やすことが

重要ではないかと思う。 

〇相談職員の資質向上に関する取組

には期待する。 

〇計画内の支援者の声では、「イン

ターネットから様々な情報が取れる

ようになっており、家族会のような

取組のニーズは少なくなってきてい

る」とあるが、同じ経験や立場の人

と共有したいという考えの人は多い

と思う。当事者や家族が社会から孤

立しないためにも、思いを吐き出

し、共感できる場は重要。 

〇計画の題名について 

本プランは、「子ども・若者育成支

援推進法」及び同法に基づく「子ど

も・若者育成支援推進大綱」を受

け、策定されたものです。同法及び

同大綱においては、若者を取り巻く

諸問題が幅広く取り上げられてお

り、本市における既存の計画等で対

応しているものもあります。その中

で、今後支援体制の充実が急務であ

るひきこもりなどの困難を抱える若

者の支援に焦点を当てた計画としま

した。また、１８歳までの支援につ

いては、元気っ子育成支援プラン、

教育振興基本計画、子どもの貧困対

策推進計画で対応しています。 

〇塩尻市のひきこもりの者の実数に

ついて 

ひきこもりの者の正確な数の把握は

困難であることから相談体制の充実

と啓発の強化により支援につながる

体制作りを推進してまいります。 

〇義務教育期からの不登校対策につ

いて 

支援者の質及び量の充実は、義務教

育期にかかわらず、子ども・若者支

援全体を通して必要であると考えま

す。各機関、学校現場等と共に取り

組んでまいります。 

〇家族会の在り方について 

家族のニーズを勘案し、家族会の形

を検討していくという表現に変更し

ます。 



3 
その

他 

〇日の出保育園の増築と病後児保育

所の併設の話を聞いてとても期待し

ている。それに伴い、予約システム

の迅速化と利用時間の拡充を検討し

てほしい。 

〇現在小学３年生までとしている病

児・病後児保育の対象年齢をできれ

ば６年生まで引き上げしてほしい。

高学年であっても障がいを持つ子を

一人で家に残すことは不安。 

〇予約システムの導入、利用時間の

拡充、対象学年の拡充につきまして

は、費用負担、運営面等の課題もあ

るため、近隣市町村の状況や市内に

おけるニーズを確認したうえで、研

究・検討を重ねてまいります。 

 


